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市有地の利活用に係るサウンディング型市場調査 調査実施結果 

 

 

１ 調査の目的 

十分な利活用が図られていない市有地の市場性の有無や利活用のアイデアを把握

し、今後の利活用方針の検討・決定に活用することを目的とします。 

 

２ 調査の経過 

内 容 日 程 備考 

調査実施要領の公表 令和８年２月１８日(水)  

参加申込期限 令和８年３月 ６日(金)  

調査（対話）の実施 令和８年３月１７日(火)～３月１９日(木) 参加４者 

 

３ 調査対象 

別紙「案件概要図」のとおり。 

 

４ 調査の内容 

（１）利活用の方向性について 

○ 利活用のコンセプトや概要 

⚫ 宿泊施設や販売店、賃貸住宅・公営住宅等に関する提案のほか、複合的な施

設導入の可能性が示された。 

⚫ 公共駐車場の運営改善・機械化に関する提案があった。 

⚫ PPP手法（BOT/DB等）について、実績紹介や手法の選択肢に関する意見があ

った。 

○ 土地に対する利活用部分（土地全部使用、一部の使用等） 

⚫ 駐車場と店舗等が混在する場合の安全面・管理面の論点（動線分離等）が挙

げられた。 

○ 利活用に際しての土地の所有形態（購入・賃貸の別及び価格水準等） 

⚫ 売却、長期借地、公共駐車場の運営受託等、複数のスキームに関する意見が

あった。 

○ 事業スケジュール 

⚫ 施設整備を伴う場合、計画立案から供用開始まで一定の期間を要する旨の

意見があった。 

⚫ 公共駐車場の運営に関しては、一定期間ごとの契約更新が一般的との意見

があった。 

 

（２）地域貢献等について 

⚫ 宿泊施設の導入により、雇用創出が見込まれる可能性が示された。 

⚫ 自治体主催イベント等との連携可能性に関する意見があった。 

⚫ 公共駐車場の運営方法の改善により利便性向上が期待されるとの意見があ

った。 
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（３） 利活用にあたっての課題・市に期待する支援措置等について 

○ 対象地の条件・規制等 

⚫ 一部の調査対象地は市街化調整区域に位置しており、用途等に係る制約が

論点となった。 

⚫ 一部の調査対象地は埋設物等の存在や特別用途地区の指定により、大規模

集客施設の立地が困難であるとの意見があった。 

○ 市に期待する支援措置等 

⚫ 図面（CAD等）の提供など、検討を進めるための情報提供に関する要望があ

った。 

⚫ 他自治体の支援事例の紹介があった。 

 

（４） その他の利活用に関する提案について 

⚫ 公共駐車場の運営に関し、デジタルサイネージ、不正車対応、予約サービス

等の機能提案が示された。 

 

 

５ 総括 

➢ 宿泊施設、物販・サービス施設、住宅系施設、公共駐車場の運営改善等、複数の利

活用の方向性が示された。 

➢ 一方で、調査対象地ごとの制約（用途地域、埋設物、公共駐車場機能の確保等）や

譲渡・貸付等の処分方法が事業成立性に影響するため、前提条件の整理が重要であ

る。 

➢ 今後は、調査結果を踏まえ、譲渡・貸付の可否、公募を行う場合の条件の整理・検

討を行うとともに、必要に応じて追加のサウンディング型市場調査等を実施し、民

間事業者の参画意向や市場性を確認しながら、市有地の利活用方針の決定につな

げていく。 


